
令和５年度⻑野県きのこ料理コンク－ル留意事項 
 
１ 開催日等 

(1) 募 集 期 間︓令和５年 ７月 1４日（⾦） 〜 ９月２９日（⾦） 

(2) 書類審査結果発表︓令和５年１１月１０日（⾦） 

(3) 実 演 審 査︓令和５年１２月 ２日（土） 

 
２ 作品の応募 

（1） 応募資格︓県内に在住又は通勤・通学している方。 

（2） 応募方法︓作品の応募者は、令和５年９月 29 日（⾦）までに最寄りの 地域振興局林務課へ、

様式１（⻑野県きのこ料理コンクール応募票）及び様式２（⻑野県きのこ料理コンクール   

レシピ）を提出してください。 

（3） 応募条件 

・⻑野県産の栽培きのこを用いた未発表の料理とします。 

・応募点数は応募者１人につき１作品までとします。 

・材料費は、応募１作品につき４人分で２ ,０ ０ ０ 円以内とします。 

・調理時間は１時間以内とする。 

・事前に、乾しいたけ等の水戻しや炊飯は準備していただき、当日会場に持込みをしてください。

（この時間は調理時間に含めない） 

・えのきたけから抽出したものを使用する場合は、きのこと⼀緒に調理した場合に限り認めます。 

 
３ 書類審査について 

(1) 書類審査は、様式 1 及び様式 2 により実施し、実演審査に進む９名を決定します。 

(2) 応募者全員に、書類審査の結果を通知します。高等学校等で担当者が応募を取りまとめている

場合は、担当者あてに⼀括して通知します。 

 

４ 実演審査について 

(1) 開催概要 

 ・⻑野都市ガス株式会社 ⻑野市鶴賀 1017 

 ・時間等詳細は書類審査を通過した 9 名に別途連絡します。 

(2)当日の参加は１名とし、調理時間を 1 時間として盛り付けまでを完成してください。事前に食材

を切るなど下ごしらえした食材の持込みは不可とします。（乾しいたけ等の乾燥きのこの水戻し、

炊飯につきましては事前に御準備いただき、当日持込をお願いします。） 

 

 



(3)高校生などの参加の際に伴い、担当教諭などの引率（原則１名）を可とします。  

(4)料理は 4 人前作っていただき、1 人前は展示用で、3 人前が試食用になります。盛り付け例は下

記の写真 1，2 を参考にしてください。 

 ※展示用（写真撮影用）の食器は御持参ください。試食用は会場にある食器を使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)基本的な調理器具（ガスコンロ 3 口、オーブン、電子レンジ、ボール、鍋、フライパン等調理

用具）は会場にあります。お持ちの調理用具を使用されたい場合は持参してください。また特殊な

器具を使用されたい場合には、会場にあるか確認しますので、事前に連絡をお願いします（事務局

で準備できない場合は、自身でご用意をお願いします）。 

(6)エプロン等の身⽀度は各自ご持参ください。 

(7)食材等は各自で用意して持ち込んでください。材料費（2,000 円）は事務局が負担します。 

 （⼀律 2,000 円を当日受付にてお⽀払いをしますので、食材購入された領収書等をお持ちいただ

く必要はありません） 
(8)審査のために持ち込んだ容器類は、出場者が会場から回収してください。主催者側で容器の洗浄

をしませんのでご承知おきください。 
 

５ 表彰について 

（１） 褒賞 
褒賞は⻑野県ふるさとの森林づくり賞にて実施し、審査の結果に基づき次の賞を授与します。 
最優秀賞 ⻑野県知事賞 １点 
優秀賞  信州きのこ祭り推進協議会⻑賞 ２点 
優秀賞  ⻑野県特用林産振興会⻑賞 ２点 
奨励賞 若⼲ 

写真１ 上が展示用。下が試食用 写真２ 上が展示用。下が試食用 



（２） 表彰式は令和６年２月に⻑野市（会場未定）で実施する予定ですが、開催方法が決まりました
ら次第別途連絡をします。 

 
６ 全国大会への出場 

・⻑野県きのこ料理コンクールの上位入賞者 1 名には、日本特用林産振興会主催・林野庁後援によ
る「令和５年度きのこ料理コンクール全国大会」へ出場することができます。 
・実演審査終了後、審査結果の上位者から本人の意向を確認し参加者を決定します。 

 
７ 権限の取得 

応募作品については、主催者が⼀切の権利を有することとします。県ＨＰおよび Cookpad に掲載
するなど、⻑野県産のきのこの消費拡大等のためのＰＲに使用することを条件とします。なお、使
用する際に出品者名等の個人情報は掲載しません。 

 
８ 事務局及び問合せ先 

⻑野県庁 林務部 信州の木活用課 林業経営⽀援係 担当︓守谷 
直通電話︓０２６－２３５－７２６７


